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１【提出理由】

　平成30年６月20日開催の当社第66回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成30年６月20日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

現行定款第24条について、コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から経営の透明性をより高め

るため、相談役、顧問及び理事制度を廃止する。

 

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、菅野昇孝、藤本良雄、田中恭哉、堤忠彦、江里口俊郎、梅林洋彦、佐々木有三、庄崎

秀昭、新関輝夫及び青木規悦を選任する。

 

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、田嶋典明を選任する。

 

第４号議案　取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

 

第５号議案　取締役の報酬額改定の件
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議の結果

第１号議案 154,082 74 0 99.89％ 可決

第２号議案      

菅野　昇孝 154,046 110 0 99.87％ 可決

藤本　良雄 154,019 137 0 99.85％ 可決

田中　恭哉 154,045 111 0 99.87％ 可決

堤　忠彦 154,049 107 0 99.87％ 可決

江里口　俊郎 154,046 110 0 99.87％ 可決

梅林　洋彦 154,049 107 0 99.87％ 可決

佐々木　有三 154,017 139 0 99.85％ 可決

庄崎　秀昭 154,025 131 0 99.85％ 可決

新関　輝夫 154,026 130 0 99.85％ 可決

青木　規悦 154,024 132 0 99.85％ 可決

第３号議案      

田嶋　典明 154,038 118 0 99.86％ 可決

第４号議案 153,856 300 0 99.74％ 可決

第５号議案 153,880 276 0 99.76％ 可決

（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し

た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の

出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及

び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権

の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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